
龍ケ崎地方衛生組合

職員の人事行政運営状況

平成 29 年度



１．職員数に関する状況

（１） 職員数の状況（各年4月1日現在）

29 年 28 年

（２） 年齢別職員数の状況 （平成 29 年4月1日現在）

（１）　新規採用者数の状況 （平成 年度）

（２）　退職者数の状況 （平成 28 年度）

３．職員の給与の状況

（１） 職員の平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢の状況 （平成 29 年4月1日現在）

歳 円 円 312名

歳 円 円

１
２

（２） 職員の初任給の状況 （平成 29 年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

　　平成29年4月1日付新規採用者は１人（新規再任用職員）です。

20歳～29歳

0

30歳～39歳

2

40歳～49歳

10

29

区　　分

一般職

現業職 0

16 (2)

平成

△ 116 (2) 17 (1)

２．職員の任免に関する状況

一般職

現業職

50歳～59歳

2

60歳以上

2

0

0

0

試験採用

0

0

選考採用

0

10

（単位：人）

1

計

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

増減数

△ 1

0

17 (1）

1

年　齢

　　※（　）内は，再任用職員の内数

0

1

職員数

計

0

計

0

区　分 定年

一般職 2 0

勧奨

再任用

一般職 46.4 337,206 416,224

平均給与月額

現業職 0

2

00

計

2

その他

初任給

区　分

区　　分 平均年齢 平均給料月額

0

0

178,200

計 2 0

-- -

龍ケ崎地方衛生組合 国

初任給

-

「平均給料月額」とは，４月１日現在における職員の基本給の平均です。

現業職

（注）
「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，住居手当，時間外勤務手当，

一般職
大　学　卒 178,200

通勤手当などの諸手当の額を合計したものです。

区　分

平成

高　校　卒 146,100 146,100

現業職
高　校　卒 143,500 -

中　学　卒 -



（３）　一般行政職の級別職員数等の状況

　 ○ 一般職の級別職員数の状況 （平成 29 年4月1日現在）

1 1 1 1 1 1

1 -1

1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1

1

-1 1 1 -1 1 -1 1 -1

-1 -1 1 1 1 1 -1 -1

-1 -1 -1 -1

　 ○ 現業職の級別職員数の状況 （平成 29 年4月1日現在）

1 1 1 1 1 1

1 -1

1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1

1

-1 1 1 -1 1 -1 1 -1

-1 -1 1 1 1 1 -1 -1

-1 -1 -1 -1

４．職員の手当の状況
 （１） 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額　（ 28 年度）

千円　

（ 28 年度支給割合） （ 28 年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

加算措置の状況 加算措置の状況

役職加算　５～15％

1.7合　計 2.6

役職加算　５～20％

　　・職務上の段階，職務の級等による加算措置

2.6

管理職加算　10～25％

1.7合　計

0.9

６月期 0.81.225

１２月期 1.375

合　計

0.9 1.375１２月期

－

国

　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

0.0

技能労務主事補の職務

技能労務副主幹の職務

１　技能労務主幹の職務
２　技能労務主任の職務

６月期 1.225

　　　　　　  期末手当　　　　　　　　　　   勤勉手当

0.8

1,712

　　　　　　　　％

6.3

6.3

　　　　　　　　％

25.0

事務局次長及び参事（給与条例別表に掲げ
る職をいう。）の職務

事務局長（給与条例別表に掲げる職をい
う。）の職務

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

16

　　　　　　　　人

２　　級

７　　級

標準的な職務内容

0
１　　級

区　　分

運転手，衛生工手，土木工手，用務手及び
給食手の職務

合　計

区　　分

２　　級

１　　級

標準的な職務内容

　　　　　　　　人

4
５　　級

４　　級

１　主事補又は技師補の職務
２　主事又は技師の職務

３　　級

課長及び副参事（龍ケ崎地方衛生組合職員
の給与に関する条例（平成20年龍ケ崎地方
衛生組合条例第1号。以下この表において
「給与条例」という。）別表に掲げる職をい
う。）の職務

　　　　　　　　人

1

４　　級

５　　級

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

職員数

0

構成比

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

37.5

0.0

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

構成比職員数

0.0

0.0

　　　　　　　　％

100.0

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

0.0

4

6

　　　　　　　　％

25.0

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

１　副主幹の職務
２　主幹の職務 0 0.0

　　　　　　　　人

６　　級

1

１　主任の職務
２　係長の職務

１　グループリーダーの職務
２　課長補佐の職務

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

0

0.0

0.0

　　　　　　　　％

0

0

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

0

龍ケ崎地方衛生組合

　　・職務上の段階，職務の級等による加算措置

0

　　　　　　　　人
技能労務主事の職務３　　級



（２） 退職手当 （平成 29 年4月1日現在）

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置2～20％

 （３） 特殊勤務手当 （平成 29 年4月1日現在）

支給実績 （ 28 年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額 （ 28 年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合 （ 28 年度） 　％

（４） 時間外勤務手当 （平成 29 年4月1日現在）

27 年度 28 年度

 （５） その他の手当 （平成 29 年4月1日現在）

円 ##

29.145

定年前早期退職特例措置2～20％

千円

主な支給対象職員手当の名称

手当の種類（手当数）

国の制度
との異同

内容及び支給単価

41.325

区　　　　　　分

国の制度と
異なる内容

手　当　名

152

支　　　　　給　　　　　実　　　　　績

支給職員１人当たり平均支給年額

49.59 49.59

同

廃棄物の処理作業に従事する職員特殊勤務手当

龍ケ崎地方衛生組合

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

533

主な支給対象業務

66,619

34.5825

（支給率）　　　　　　　　　　　  自己都合　  勧奨・定年

25.5562520.445

1,673 1,528

170

左記職員に対する支給単価

49.59

49.59

34.5825

月分

国

配偶者　10,000円
子ども　8,000円
他の扶養親族　6,500円
16歳から22歳までの子１人につ
き5,000円加算

扶養手当

49.59

1

廃棄物の処理作業

月分

2,286

作業従事１日につき３００円

千円

49.59

千円 千円

千円

47.1

29.145

41.325

支給職員１人当た
り

平均支給年額
（28年度決算）

支給実績
（28年度決算）

254,000

平成 平成

月分

月分

月分

月分

月分

月分

25.5562520.445



円

円 84

円 ##

円 79

※　内容及び支給単価については，主なものを掲載しています。

５．特別職の報酬等の状況 （平成 29 年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

行政不服審査会会長 〃 6,800

　　　　　〃　　　　　委員 〃 6,300

5,209 千円

51,000

96,000

千円 78,988

52,000

54,000

306,419

88,000

日額

　　　〃 （議会議員選出）

6,800

〃 6,300

〃公平委員会委員長

監査委員（知識経験） 6,800

　　　　　〃　　　　　委員

〃 6,800

〃 6,300

〃 6,300

情報公開審査会会長

　　　　　　〃　　　　委員

〃

借家の場合，家賃が12,000円を
超える場合，家賃の額に応じて
27,000円を限度に支給

住居手当

地域手当

区　　　分

通勤手当

年額

副管理者

報
酬

議会議員 〃

〃

5級地（給料の10％）現在は8％を適用

※当組合では，給料表上の額に
地域手当率（8％）を掛け合わせ
たものと現給保障額を比べ，現
給保障額を超えた差額分のみを
支給

議会副議長

〃

異

同

管理職手当

給　　　　　　料　　　　　　月　　　　　　額　　　　　　等

千円 512,870

議会議長

乗用車を利用する場合距離に応
じて支給　2,000円～31,600円。
電車，バスを利用する場合，6ヶ
月定期を基本として1ヶ月当り
55,000円まで支給

異

同

管理・監督する地位にある職員
に支給
事務局長：　（月額）　72,000円
事務局次長・参事：　（月額）
55,000円
課長：　(月額）　53,000円
副参事：　（月額）　35,000円
課長補佐：　（月額）　33,000円
※現在，上記の5％を減額して
支給しています。さらに55歳以
上で6級以上の者は98.5/100を
乗じて得た額を支給。

管理者

3,590

千円

1,343

324,000324



６．職員の勤務時間，その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間 （平成 29 年4月1日現在）

　○一般職の勤務時間について

（２）休暇

　年次有給休暇 毎年度4月～3月の１年間当たり２０日を超えない範囲内

前年の繰越は２０日の範囲内で残日数

休暇単位は１日又は半日。１時間単位でも取得できます。

28 年度

　

　療養休暇

・公務による場合　　その療養に必要と認める期間

・私事による場合　　９０日の範囲内

　特別休暇

　看護休暇

　短期介護休暇

　介護休暇

　　（無給）

　夏季休暇

               8:30

要介護者の通院等の付き添い，要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な
手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために，一年度において5日（要介護
者が2人以上の場合にあっては，10日）の範囲内の期間

選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故等の事由により職員が勤務しないことが相
当である場合の休暇。任命権者の承認を受けなければなりません。

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり，勤務しないことがやむを得ないと認め
られる場合の休暇。任命権者の承認を受けなければなりません。

17:15

平均取得日数

18.8年次有給休暇

夏季における盆等の諸行事のため，また心身の健康維持・増進を図るため，毎年７月１
日から９月３０日までの期間内に，６日以内で管理者が定める期間

・介護を必要とする一の継続する状態ごとに，連続する６月の期間内において必要と認め
られる期間

中学校就学の始期に達するまでの子の看護（病気，けが，予防接種又は，健康診断を受
けさせること）のために，一年度において5日（中学校就学の始期に達するまでの子が2人
以上の場合にあっては10日）の範囲内の期間

　　・午前８時３０分から午後５時１５分まで（7時間45分勤務）

　　・休憩時間　正午から午後１時まで（1時間）

12:00 13:00

職員が配偶者，父母，子，配偶者の父母，祖父母，孫及び兄弟姉妹を介護する場合の休
暇。任命権者の承認を受けなければなりません。

休憩時間

平成



７．人事評価制度の状況

　（１）人事評価の目的

①人材の育成・組織の活性化

②公正な処遇

③適材適所の人材配置

　（２）人事評価の構成

　（３）評価段階（尺度）

　（４）評価結果について

８．職員の福祉の状況

　（１）共済組合

　（２）公務災害の状況 （平成 28 年度）

（単位：人）

業績評価

意欲評価

能力評価

　年度内に達成すべき業務目標を定め，スケジュール表に基づき，目標の達成
状況と進行管理の状況を評価します。

　仕事に取り組む姿勢や行動を評価します。
　（規律性，責任行動，協調性，積極性，市民満足志向）

　専門知識，技能，体得した習熟能力，判断力，企画力，折衝力，指導力の
日々の業務での活用状況を評価します。

　職員は，茨城県内の市町村等で構成する茨城県市町村職員共済組合に加入しています。共済
組合は，主に次の３つの事業を行っています。

病気，ケガなどの際に，組合員（職員）とその家族に医療などの給付を行う事業

組合員（職員）の退職，障害，死亡の際に，年金や一時金を給付する事業

短期給付事業

長期給付事業

　日々の仕事ぶりについて，評価項目別に５（特に優れている）～１（特に劣っている）の５段階で
評価し，年度末には，評価を項目別に点数化し，Ｓ（合計９０点以上）～Ｄ（合計２５点未満）の５段
階で総合的に判定します。

　評価結果について，すべての職員が納得できるよう，中間面談，育成面談や職場でのコミュニ
ケーションを通じて十分な説明を行い，着眼点やルールに基づき絶対評価を行うなど，公平性，
透明性，納得性の高い制度となるよう取り組んでおります。

　評価結果の活用については，前年度の評価結果を，昇給（平成２９年４月～）及び勤勉手当の
成績率（平成２３年６月～）に反映させています。

通勤災害

0

計

0

福祉事業

公務災害

0

健康保持増進事業，保養所の運営，住宅資金等の貸し付けなどの事業



９．分限処分及び懲戒処分の状況 （平成 28 年度）

（１）分限処分

（単位：人）

降給 降任 休職 免職 計

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

（２）懲戒処分

（単位：人）

戒告 減給 停職 免職 計

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

１０．公平委員会業務状況 （平成 28 年度）

　職員は，規則に基づき公平委員会に，勤務条件や不利益処分に関する申立てをすることができます。

（単位：件）

苦情相談
勤務条件に関す
る措置の要求

管理・監督責任

計

（注）　免職：職員としてその身分を失わせる処分
　　　　停職：一定期間職務に従事させない処分
　　　　減給：給与の一定割合を一定期間減額して支給する処分
　　　　戒告：服務規律違反の責任を確認するとともに，その将来を戒める処分

計

0

処理件数 0 0 0 0

職に必要な適格性を欠く

職制，定数の改廃，予算の減少により，廃
職，過員を生じた

事務に関する不正（収賄，横領等）

一般非行（傷害，暴行等）

不利益処分に対
する不服申立て

申立て件数 0 0 0

道路交通法違反（飲酒運転等）

　分限処分とは，職員が一定の理由によりその職責を十分に果たすことが期待できない場合に，本人の意に反し
て不利益な身分上の変動をもたらす処分をいいます。

刑事事件に関し起訴された

計

　懲戒処分とは，職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより，公務における規律と秩序を維持
することを目的として科す処分をいいます。

区　分

一般服務違反（秘密漏洩，秩序紊乱等）

（注）　免職：公務能率維持の観点から，職員の意に反してその身分を失わせる処分
　　　　休職：職を保有させたまま，一定の期間職務に従事させない処分
　　　　降任：現に有する職務の職を下位のものに任命する処分
　　　　降給：現に決定されている給料の額より低い額に決定する処分

区　分

勤務成績が良くない

心身の故障


